
 習得しておいた方がいい知識やスキルは 

ありますか？ 

Ｏ（Ｈ２２年入庁） 

検察事務官 

 必須のものはありません。 

 入庁後、手厚い研修が実施されるので、法律の知識や業務遂行

に必要なスキルについて習得できます。検察庁の業務内容は幅広

く、所属部署によって習得するべき知識も異なります。 

 そのため、一言に研修といっても、日常業務に特化したもの、

キャリアに応じて段階的・継続的に実施されるもの、特定の資格

取得に向けたもの、その他諸々と内容は様々です。 

 また、昨今は頻繁な法改正やＩＴ化対応など、業務自体が日々

更新されているため、それらに即応した勉強会等も都度実施され

ています。 

 法律等の知識があるに越したことはありませんが、ゼロベース

でも問題ありません。 

 入庁してから習得し、アップデートしていくことの方が重要で

す！ 
 ←Ｑ＆Ａにもどる 

十二単、着たことあり

ます 

https://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/h_takamatsu/page1000001_00017.html#anchor4

